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　'※　増減及び増減率は前年との対比。特別法に交通法令は含めていない。非行率は、少年人口（国勢調査による6～19歳の人口）千人当たりの検挙補導人員（刑法）。
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 ●　少年の検挙補導人員（刑法）は331人で前年より増加（前年比＋11.4%）。
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     麻薬等取締法等薬物事犯が6人（前年比-2人）で最も多い。
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　 　学職別では中学生が129人で最も多く、全体の39.0%。
　　 初発型非行（万引き・オートバイ盗・自転車盗・占有離脱物横領）は166人で全体の50.2%。
 ●　少年の検挙補導人員（特別法）は28人で前年より減少（前年比-26.3%）。
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　　　「不良交友」、「不健全娯楽」、「火遊び」、「迷惑行為」、「有害図書類等携帯行為」　。
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愛 南

不良行為少年の補導状況

少年非行の概況(Ｒ７年)
少年非行の特徴

警察署別検挙補導状況

検挙補導状況等の推移

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R７
0

1000

2000

3000

4000

5000

0

200

400

600

800

1000

犯罪少年（刑法）

触法少年（刑法） 触法少年（特別法）

犯罪少年（特別法）

不良行為少年

少年サポートセンター分室「ひめさぽ」では、少

○ 友達や親子関係等で悩んでいる ○ 犯罪の被害に遭った

○ いじめを受けている ○ 子供の非行で困っている

など、少年に関する相談を受け付けています。

場所 松山市築山町12-33 松山市青少年センター２階

電話 089-934-0110（警察本部代表電話番号）

受付時間 月～金（祝日を除く） 午前９時～午後５時

※来所の方は事前に連絡をお願いします。

このような情勢から、愛媛県警察では、

★ 少年に手を差し伸べる立ち直り支援 ★ 少年を見守る社会機運の醸成

を重点に、関係機関・団体や地域ボランティアの方々の協力を得ながら「非行少年を生まない愛媛づくり」

に取り組んでいます。

非行少年を生まない愛媛づくり

愛 媛 県 警 察
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 少年非行の背景として、 

      少年  の    の  と           の   

        、    の    の   

      少年             し、      て     

                     の   、     し    の   

等 あげられます。 
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(19) (17)

(18) (32)

(10) (13)

(1)

(10) (10) 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。

(2) (2)

(60) (74)

●

R2 R3 R4 R5

　小・中学生が全体の55.6%
を占める（前年63.3%）。

全国平均

★　本リーフレットで使用している用語の解説

刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。）並びに「爆
発物取締罰則」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」等13法令に規定する罪をいう。

刑 法 犯

合計 331 297

+1
1

1

38.9%
7

23

45

29 19

再犯者の割合

18

32.6%

17

※　（　）内は女子の内数。

※本資料中の図表による構成比については、四捨五入の関係で、合計の数値と内訳の数値の計が一致しない場合がある。

非 行 少 年

犯 罪 少 年

触 法 少 年

刑法犯少年

初発型非行 万引き、オートバイ盗、自転車盗、占有離脱物横領の非行をいう。

犯行時及び処理時の年齢が14歳以上20歳未満の少年をいう。

刑法犯の罪を犯した犯罪少年をいう。

犯罪少年及び触法少年をいう。

非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙その他自己又は他人の徳性を害する行
為をして補導した少年をいう。
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検挙補導人員

覚取法等

その他

児童ポルノ法

　　●　児童ポルノ法違反と覚取法等で全体の39.3%（前年57.9%）。　
　　●　小・中・高校生が全体の50%(前年68.4%)。

47

+9

61

2

砥部

1

内子

伊方 0

13
1

特 別 法 犯 刑法犯を除く犯罪(条例を含む)をいう。

検挙補導人員

合計
年　　齢　　別 学　職　別

軽犯罪法

軽犯罪法

児童ポルノ法

0.0

Ｒ7
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※　児童ポルノ法は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等
　　に関する法律」違反、覚取法等は「覚醒剤取締法、大麻草栽培規制法、麻薬等取締法」違反
   の検挙補導人員を示す。

23

99

粗 暴 犯

2

検挙等総数（刑法） 1,877 
20歳以上の者 +2.6%

覚取法等

3

※　検挙等総数（刑法）は、触法少年を含む。
※　少年の割合は、検挙等総数（刑法）に占める少年の割合。
※　増減及び増減率は前年との対比。
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　窃盗犯が全体の
57.7%(前年61.6%)。
　うち万引きが
58.1%(前年59.6%)。

41

R6

知能犯
風俗犯
その他

14

小学生

少年の割合 13.1% 13.7%

R7

62

2,006 

少年 246 254 

凶悪犯
粗暴犯

268 

79

331 

R5 R6

13.8% 14.9% 16.0%

1,929 

3
R6

28

増減率

-

増減
+77

R7

R3 R4

1,631 1,596 1,675 
+11.4%+34

+43

14.4% 15.4% 16.5% +1.1

+4.0%

-+1.1

3

1,598 1,632 
297 

1,850 1,866 

13歳 14歳

●　15歳が大きく増加しており、全体の13%を占めている（前年9.4%）。

18歳
31 55

39
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R6 55 19 58

増減

　検挙補導人員（刑法）のうち初発型非行は166人で、全体の
50.2%(前年52.2%)。
  うち万引きが111人で66.9%(前年70.3%)を占める。

1820
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16歳 17歳

●　14歳が大きく減少（前年比－12人）。

33

●　小・中・高校生の非行は昼過ぎから夕方にかけて多い。
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※　少年人口は令和２年実施の国勢調査による6～19歳の人口を使用。
     県内千人比は、県内居住少年の検挙補導人員を使用。
     その他は、愛媛県外の居住少年及び住居不定者を示す。
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